
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
ライトライン開業・バス路線再編と併せたモビリ

ティ・マネジメント実施業務 

行政機関等の名称 宇都宮市長 

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

総合政策部 交通政策課 

個人情報ファイルの利用
目的 

ライトライン・再編バス路線沿線の住民や企業従

業員，学生に対し実施する「トラベル・フィード

バック・プログラム（TFP（※））に利用するため。

※一人一人，あるいは一世帯ごとに個別にコミュ

ニケーションを図りながら，意識と行動の自発的

な変化を促すモビリティ・マネジメント施策の一

手法のこと。 

記録項目 

(1)氏名，(2)性別，(3)生年月日・年齢，(4)住所

(5)電話番号，(6)世帯構成，(7)職業，(8)学業 

(9)通勤・通学手段及び経路 

(10)メールアドレス 

記録範囲 
市内のライトライン・再編バス路線沿線に在住又

は通勤・通学する者 

記録情報の収集方法 他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれ
るときは，その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称） 

「個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織」と同じ 

（所在地） 

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

－ 

【根拠】 

■法 □条例 

様式第１－１号 



個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該

当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報
の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個
人情報が含まれていると
きはその旨 

 

備   考 
【開始年月日】令和５年４月１日 

【目的外利用等届出】□有 ■無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
小・中・高校生相当世代の転入者へのtotra配布事

務 

行政機関等の名称 宇都宮市長 

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

総合政策部 交通政策課 

個人情報ファイルの利用
目的 

小・中・高校生相当世代への交通系ＩＣカードを

配布しており，転入者に対し随時，郵送するもの

記録項目 １氏名・２生年月日・３住所 

記録範囲 
市内に転入してきた小学生・中学生・高校生相当

世代の氏名・生年月日・住所 

記録情報の収集方法 他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれ
るときは，その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称） 

「個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織」と同じ 

（所在地） 

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該

当するファイル 

    ■有 □無 

【根拠】 

■法 □条例 

様式第１－１号 



行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報
の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個
人情報が含まれていると
きはその旨 

 

備   考 
【開始年月日】令和４年３月１８日 

【目的外利用等届出】□有 ■無 

 

 


